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事務支援職員規程 

 

平成２８年４月１日 

２８（規程）第５６号 

最終改正 令和６年６月６日 

令０６（規程）第６５号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「機構」という。）

における事務支援職員について定め、もって機構における業務の効率的推進に資するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、事務支援職員とは、前条の目的を達成するため、専門的知識及

び経験を有し、機構業務のうち特定分野の業務に従事する者又は事務補助業務に従事す

る者をいう。 

 

（採用者の資格） 

第３条 事務支援職員として採用する者は、以下の要件を満たす者とする。 

（１）高等学校卒以上の者 

（２）応募時点において、公的機関又は民間企業等で３年以上一般事務業務に従事した

ことがある者 

（３）その他募集の際個別に定める要件を満たす者 

 

（契約期間） 

第４条 事務支援職員の雇用期間は、１年以下とし、発令日の属する会計年度内（４月１日

から翌年の３月３１日まで）とする。 

２ 次年度への雇用期間の更新は、業務の必要性及び職員の勤務成績の評価、その他雇用契

約書で定める事項に基づいて行うものとする。 

３ 雇用期間を更新する場合は、１会計年度以内の雇用期間を定めて行うものとし、更新を

含めて雇用期間の限度は、採用日から５年に達する日までとする。 

 

（給与及び諸手当） 

第５条 事務支援職員の給与は月給制とし、勤務年数に応じ以下のとおり取り扱う。 
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年数 
適用する月給 

（研究職・技術職・事務職俸給表） 

1年目 1級 1号俸 

2年目 1級 5号俸 

3年目 1級 9号俸 

4年目 1級 13号俸 

5年目 1級 17号俸 

 

２ 前項の給与のほか、定年制職員給与規程（２８（規程）第１７号）に規定する期末手当、

勤勉手当、扶養手当、地域調整手当、住居手当、テレワーク手当、寒冷地手当、通勤手当、

超過勤務手当、深夜勤務手当及び夜勤手当を支給する。ただし、期末手当及び勤勉手当の

支給月数等は、別に定めるところによる。 

３ その他、給与支給に係る手続きについては定年制職員給与規程の定めるところによる。 

４ 定年制職員給与規程が改正された場合の俸給については、改正日以降の採用又は更新

時より適用するものとする。 

 

（規程の準用） 

第６条 事務支援職員は、前各条に定めるもののほか、任期制常勤職員就業規程（２８（規

程）第７号）を準用し、機構が定める諸規程を遵守しなければならない。 

２ 事務支援職員には、任期制常勤職員就業規程第２７条及び第２８条の規定は適用しな

い。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 機構の設立の際、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の常勤職員であった

者で、引き続き機構の職員となった者については、旧機構であった期間を機構の在職期間

とみなし、その他の取扱いについては本規程の定めるところによる。 

 

附 則（平成２９年４月１日 ２９（規程）第３４号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年４月１日 令０２（規程）第４号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和６年６月６日 令０６（規程）第６５号） 

この規程は、令和６年６月６日から施行し、令和６年６月１日から適用する。 

 


